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第３２３回教育研究評議会議事要録 

 

１．日 時  令和元年９月３日（火） １３：３０～１５：１０ 

２．場 所  事務局棟 第２会議室 

３．出席者  中井学長、中田理事・副学長、三浦理事・副学長、伊藤理事・副学長 

塩谷副学長、内田理事・事務局長 

       朝賀人間発達文化学類長、中村評議員 

       田村評議員、垣見評議員 

       貴田岡経済経営学類長、吉川評議員、井上評議員 

       二見共生システム理工学類長、佐藤評議員 

       生源寺食農学類長、荒井評議員、金子評議員 

       小野原基盤教育主管 

       【オブザーバー】上井監事 

 

４．欠席者  塘副学長、谷評議員、鈴木行政政策学類長、山口評議員 

       塚田環境放射能研究所長 

 

５．議事 

【確認事項】 

  中井学長から、鈴木行政政策学類長が欠席のため、「教育研究評議会の成立要件に

係る学類長欠席時の取扱いについて（申し合わせ）」（平成１６年１２月７日教育研究

評議会）に基づき、田村評議員が行政政策学類長代理として出席することについて説

明があり、確認された。 

 

  第３２２回教育研究評議会議事要録を原案のとおり確認した。 

 

【審議事項】 

（１）学内規則等の制定について 

   中田理事・副学長から、資料１に基づき、令和３年度受審予定の認証評価におい

て求められる内部質保証に係る体制作りとして、関連する学内規則等の改正につい

て提案があった。 

   審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして「教員会議規則」「大

学院研究科委員会規則」については、各学類教員会議へ意見聴取し、第３２４回教

育研究評議会（１０月１日開催予定）にて各学類から戻り報告をすることとし、「学

生生活委員会規程」「国際交流センター運営会議規程」「保健管理センター運営会議

規程」「アクセシビリティ支援室運営会議要項」「就職支援委員会規程」については、

今回の審議をもって確定することが確認された。 
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（２）２０２１年度入試における全学入試協力体制について 

   塩谷副学長から、資料２に基づき、２０２１年度入試における全学入試協力体制

について、第二段階として、共通問題化及び食農学類への協力方法等に関して教科

を分けて体制を構築することについて提案があった。 

   審議の結果、原案のとおり承認され、今後の手続きとして各学類教員会議へ意見

聴取し、第３２４回教育研究評議会（１０月１日開催予定）にて各学類から戻り報

告をすることとした。 

 

【報告事項】 

（１）大学等における修学の支援に関する法律（機関要件）対応に伴う役員体制の変更

について 

   中井学長から、資料３に基づき、大学等における修学の支援に関する法律におい

て、支援の対象となる大学の要件として「外部人材の理事への複数の任命が必要」

とされていること、文部科学大臣が示した「国立大学法人との人事交流の改革」を

踏まえる必要があること、これらの状況に対応しつつ本学の役員機能の維持・強化

を同時に実現するため、理事・副学長の構成人数を変更することについて報告が

あった。 

   各学類教員会議へ、教職員専用総合案内掲載資料参照の上、報告することとした。 

 

（２）教員の国際交流センターへの移籍について 

   中井学長から、資料４に基づき、経済経営学類の教員が、令和元年１０月１日よ

り国際交流センターへ移籍することについて報告があった。 

   各学類教員会議へ、教職員専用総合案内掲載資料参照の上、報告することとした。 

 

（３）就業規則の一部改正について 

   中田理事・副学長から、資料５に基づき、食農学類設置審査に係る正規教員採用

に伴う「職員就業規則」の一部改正案、工業標準化法改正に伴う「職員倫理規程」

の一部改正案、及び過半数代表者からの要望に基づく「金谷川事業場における過半

数代表者及び代表委員に関する規則」の一部改正案（いずれも９月２日付改正分）

について、各事業場過半数代表者からの意見書に基づく役員会での最終審議結果の

報告があった。 

   各学類教員会議へ、教職員専用総合案内掲載資料参照の上、報告することとした。 

 

（４）国見町と福島大学農学群食農学類との連携協定に関する基本協定書について 

   中田理事・副学長から、資料６に基づき、国見町から食農学類棟等の整備運営に

対する支援を受けることに伴い令和元年８月２１日に締結した「国見町と福島大学

農学群食農学類との連携協力に関する基本協定」について報告があった。 

   各学類教員会議へ、教職員専用総合案内掲載資料参照の上、報告することとした。 
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（５）福島大学の新教育制度２０１９について 

   三浦理事・副学長から、資料７に基づき、福島大学の新教育制度２０１９につい

て、「Ⅵ．各学類の教育概要（p.47～134）」が更新されたことについて報告があっ

た。また、継続して修正する旨の説明があった。 

   各学類教員会議へ、教職員専用総合案内掲載資料参照の上、報告することとした。 

 

（６）２０１９全学ＦＤ研究会について 

   三浦理事・副学長から、資料８に基づき、１０月３１日（木）に全学ＦＤ研究会

を開催することについて報告があった。 

   各学類教員会議へ、教職員専用総合案内掲載資料参照の上、報告することとした。 

 

（７）令和２年度概算要求額の伝達等について 

   内田理事・事務局長から、資料９に基づき、文部科学省から伝達のあった令和２

年度運営費交付金の概算要求額の概要、そのうち本学分の運営費交付金に係る計上

額及び施設整備概算要求事業評価結果について報告があった。 

   各学類教員会議へ、教職員専用総合案内掲載資料参照の上、報告することとした。 

 

（８）その他 

  ①後期の会議開催スケジュールについて 

   中井学長から、資料１０に基づき、後期からの会議スケジュールについて、重要

事項の審議を行う都合上、１１月に臨時の教育研究評議会を開催する予定であるこ

と、後日学長室から開催日等を照会する予定である旨の説明があった。 

 

 

 


